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大規模災害等発生時における指定幹部等の緊急輸送措置要綱の制定について

このたび、別添のとおり、大規模災害等発生時における指定幹部等の緊急輸送措置要綱を

制定し、平成２４年３月５日から実施することとしたから、運用上誤りのないようにされた

い。

命によって通達する。

おって、震災等発生時における指定幹部の緊急輸送措置要綱の制定について（昭和５７年

１０月１日通達甲（副監．ら．総．自）第１１号）は、廃止する。



別添

大規模災害等発生時における指定幹部等の緊急輸送措置要綱

第１ 目的

この要綱は、大規模災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、あらか

じめ指定された者（以下「指定幹部」という。）等の緊急輸送に関し、必要な事項を定め

ることを目的とする。

第２ 準拠

指定幹部等の緊急輸送措置については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。

第３ 指定幹部及び要請責任者

事象別に緊急輸送する指定幹部及び要請責任者は、別表第１の「指定幹部及び要請責任

者（警視庁関係）」及び別表第２の「指定幹部及び要請責任者（警視庁関係以外）」のと

おりとする。

第４ 緊急輸送要請

１ 緊急輸送は、要請責任者の要請に応じて行うものとする。

２ 緊急輸送の要請は、原則として要請責任者が１１０番通報等により通信指令本部長に

対し行うものとする。

第５ 緊急輸送措置要領

緊急輸送の要請を受けた場合の措置要領は、次のとおりとする。

１ 緊急輸送の要請を受けた通信指令本部長は、直ちに無線指令等により、要請場所（要

請をした指定幹部の住居地又は要請責任者が指定した場所をいう。以下同じ。）の直近

に位置する警ら用無線自動車又は交通取締用四輪車（以下「警ら用無線自動車等」とい

う。）に、緊急輸送に従事することが可能かどうかの確認を行った上、当該警ら用無線

自動車等を緊急輸送に従事する車両（以下「緊急輸送車両」という。）として指定する

とともに、緊急輸送に関し必要な指示を行うこと。

２ 前１により指定する緊急輸送車両の優先順位は、原則として、次に掲げる順とするこ

と。

(1) 要請場所を管轄する警察署の警ら用無線自動車

(2) 要請場所を担当区域とする自動車警ら隊の警ら用無線自動車

(3) 要請場所を担当区域とする交通機動隊の交通取締用四輪車

３ 通信指令本部長は、緊急輸送が都外からである場合において、輸送を担当する隣接県

警察から都県境における輸送の引継ぎを求められたときは、前記１により緊急輸送車両



を指定し、確実に引き継ぐこと。

４ 緊急輸送車両の指定を受けた警ら用無線自動車等は、要請場所又は前３による引継ぎ

を受ける場所に向かう途中において、緊急輸送に従事できない事由が発生した場合は、

直ちに無線等により通信指令本部長に報告するものとし、報告を受けた通信指令本部長

は、再度、前記１により緊急輸送車両を指定すること。

第６ 運用上の留意事項

緊急輸送に関しては、次に掲げる事項に留意するものとする。

１ 緊急輸送車両の指定を受けた警ら用無線自動車等は、緊急輸送に際しては、交通事故

防止に特段の留意をすること。

２ 各部代表課長（部の庶務を担当する課の長をいう。）は、別表第１の指定幹部のうち、

部内の指定幹部に異動等があった場合は、別記様式の「緊急輸送指定幹部異動報告書」

により地域部長（地域総務課機動警ら係経由）に報告すること。

３ 地域総務課長は、別表第２の指定幹部に異動等があった場合は、地域部長に報告する

こと。

４ 地域総務課長は、別表第１及び別表第２の指定幹部に異動等があった場合は、関係所

属長にその旨を通知すること。

５ 各警察署長、自動車警ら隊長及び交通機動隊長は、管内又は担当区域内に住居地を有

する指定幹部の緊急輸送の要請に応じられるよう、所属職員に対する事前教養を徹底す

ること。

第７ その他

１ 地域部長は、別表第１及び別表第２の指定幹部以外の者の緊急輸送の要請を受けて、

その必要性を認めた場合は、指定幹部の緊急輸送に準じて措置するものとする。

２ 地域部長は、警ら用無線自動車等による緊急輸送が困難な場合における、他の輸送手

段を確保するよう努めるものとする。

３ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域部長が別に定めるものとする。







別記様式
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備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。


